
 

令和６年１０月３日 

東３丁目と北２丁目の間における工事の実施について 
 

 

次のとおり道路の舗装補修工事を実施します。工事期間中はご不便をおかけいたし 

ますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 
 

 

【工 事 名】 南北東線舗装補修工事 
 

【概  要】 道路の路床にセメント系改良材を加えて混合し、強固な地盤に作り替えます。 
 

【施工箇所】 東 3-2・東 3-3住区 と北 2-4住区 の間の村道 210ｍ（予定） 
 

【交通規制】 令和６年 10月 28日から令和６年 11月 10日まで期間中終日通行止め 

              令和６年 11月 11日から令和６年 11月 20日まで午前８時００分から午後５時

００分のみ全面通行止め 
 

【工事期間】 令和６年 10月 28日 から 令和６年 11月 22日まで 
 

【施工業者】 鹿島道路株式会社大潟出張所（電話：0185-87-2441） 
 

【注意事項】 交通誘導員の案内に従ってくださるようお願いします。 

       天候により交通規制及び工事期間が変更になる恐れがありますので、ご理解と

ご協力をお願いします。※歩道の通行は可能です。 

 
 

 

大潟村役場 生活環境課 生活班 

電話：４５−２１１５ FAX：４５−２１６２ 

【裏面もご覧ください】 


